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〇
経
済
産
業
省
令
第 

 
 

号 
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
火
薬
類

取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

 
年 

 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

名 
 

 

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。  

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

（
製
造
営
業
の
許
可
申
請
） 

第
二
条 

法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
製
造
営
業
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
火
薬
類
製
造
営

（
製
造
営
業
の
許
可
申
請
） 

第
二
条 

法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
製
造
営
業
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
火
薬
類
製
造
営
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業
許
可
申
請
書
に
事
業
計
画
書
、
危
害
予
防
計
画
書
及

び
会
社
に
あ
っ
て
は
定
款
の
写
し
を
添
え
て
、
製
造
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
火
薬
類

取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
三

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
第
一

号
の
製
造
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
製
造
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
製
造
所
が
地
方
自
治

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十

二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都

市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
製
造
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の

業
許
可
申
請
書
に
事
業
計
画
書
、
危
害
予
防
計
画
書
及

び
会
社
に
あ
つ
て
は
定
款
の
写
し
を
添
え
て
、
製
造
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
火
薬
類

取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
三

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
第
一

号
の
製
造
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
製
造
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
製
造
所
が
地
方
自
治

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十

二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都

市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
製
造
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
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長
）
。
第
六
条
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
七
条
、
第
八

条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
第
二

項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
五

項
及
び
第
六
項
、
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
四
十

四
条
の
四
、
第
四
十
四
条
の
十
四
並
び
に
第
八
十
一
条

の
十
四
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
相
続
、
遺

贈
又
は
営
業
の
譲
渡
に
よ
り
事
業
を
継
承
し
た
者
が
新

た
に
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
事
業
計
画
書
及
び

危
害
予
防
計
画
書
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

長
）
。
第
六
条
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
七
条
、
第
八

条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
第
二

項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第

四
項
、
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
四
十
四
条
の

四
、
第
四
十
四
条
の
十
四
並
び
に
第
八
十
一
条
の
十
四

の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
相
続
、
遺
贈
又
は

営
業
の
譲
渡
に
よ
り
事
業
を
継
承
し
た
者
が
新
た
に
許

可
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
事
業
計
画
書
及
び
危
害
予

防
計
画
書
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 



 

4 

 
（
製
造
業
者
に
係
る
軽
微
な
変
更
の
工
事
等
） 

第
八
条 
法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
軽
微
な
変
更
の
工
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

一 

工
室
、
火
薬
類
一
時
置
場
、
日
乾
場
、
爆
発
試
験

場
、
燃
焼
試
験
場
、
発
射
試
験
場
又
は
廃
薬
焼
却
場

（
以
下
「
工
室
等
」
と
い
う
。
）
内
の
設
備
の
う

ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
取
替
え

（
第
二
条
第
一
項
の
火
薬
類
製
造
営
業
許
可
申
請
書

に
添
付
さ
れ
た
事
業
計
画
書
の
記
載
事
項
の
変
更
を

 

（
製
造
業
者
に
係
る
軽
微
な
変
更
の
工
事
等
） 

第
八
条 

法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
軽
微
な
変
更
の
工
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

一 

工
室
、
火
薬
類
一
時
置
場
、
日
乾
場
、
爆
発
試
験

場
、
燃
焼
試
験
場
、
発
射
試
験
場
又
は
廃
薬
焼
却
場

（
以
下
「
工
室
等
」
と
い
う
。
）
内
の
設
備
の
う

ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
取
替
え
の

工
事 
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要
す
る
も
の
を
除
く 

。
）
の
工
事 

イ 

暖
房
設
備 

ロ
・
ハ 
（
略
） 

ニ 

窓
又
は
出
口
を
構
成
す
る
扉
、
錠
そ
の
他
の
設

備 

ホ 

（
略
） 

 

（
削
る
） 

  

二 

工
室
等
の
床
面
の
材
料
の
取
替
え
（
第
二
条
第
一

項
の
火
薬
類
製
造
営
業
許
可
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た

 

イ 

暖
房
装
置 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

ニ 

窓
又
は
出
口
を
構
成
す
る
扉
、
錠
そ
の
他
の
部

材 

ホ 

（
略
） 

一
の
二 

移
動
式
製
造
設
備
の
う
ち
、
手
す
り
そ
の
他

の
火
薬
類
の
製
造
に
直
接
関
係
し
な
い
部
品
又
は
部

材
の
取
替
え
の
工
事 

（
新
設
） 
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事
業
計
画
書
の
記
載
事
項
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を

除
く 

。
）
の
工
事
で
あ
っ
て
、
当
該
取
替
え
の
工

事
の
際
火
薬
類
が
爆
発
し
、
又
は
発
火
す
る
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の 

三 

工
室
等
内
の
照
明
設
備
を
エ
ル
・
イ
ー
・
デ
ィ

ー
・
ラ
ン
プ
又
は
エ
ル
・
イ
ー
・
デ
ィ
ー
・
電
灯
器

具
に
変
更
す
る
工
事
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更
の
工
事

の
際
火
薬
類
が
爆
発
し
、
又
は
発
火
す
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の 

（
削
る
） 

 

    

一
の
三 

工
室
等
内
の
設
備
の
う
ち
、
照
明
設
備
の
変

更
の
工
事
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更
の
工
事
の
際
火
薬

類
が
爆
発
し
、
又
は
発
火
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の 

 

二 

土
堤
の
堤
面
又
は
簡
易
土
堤
の
頂
部
の
取
替
え
の

工
事 
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四 

工
室
等
外
の
設
備
の
う
ち
、
原
動
機
、
温
湿
度
調

整
装
置
又
は
手
押
し
車
の
変
更
の
工
事 

五 

移
動
式
製
造
設
備
の
う
ち
、
手
す
り
そ
の
他
の
火

薬
類
の
製
造
に
直
接
関
係
し
な
い
部
品
又
は
部
材
の

取
替
え
（
第
二
条
第
一
項
の
火
薬
類
製
造
営
業
許
可

申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
事
業
計
画
書
の
記
載
事
項
の

変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く 

。
）
の
工
事 

六 

土
堤
の
堤
面
又
は
簡
易
土
堤
の
頂
部
の
変
更
の
工

事 

七 

製
造
施
設
又
は
設
備
の
撤
去
の
工
事 

２ 

（
略
） 

三 

工
室
等
外
の
設
備
の
う
ち
、
原
動
機
、
温
湿
度
調

整
装
置
又
は
手
押
し
車
の
変
更
の
工
事 

（
新
設
） 

   

 
 

（
新
設
） 

 

四 

製
造
施
設
又
は
設
備
の
撤
去
の
工
事 

２ 
（
略
） 
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（
火
薬
庫
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に
係
る
軽
微
な
変

更
の
工
事
等
） 

第
十
四
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
の
工
事
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

火
薬
庫
内
の
設
備
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
の
取
替
え
（
第
十
三
条
第
一
項
の
火
薬

庫
設
置
等
許
可
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
火
薬
庫
工
事

設
計
明
細
書
の
記
載
事
項
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を

除
く
。
）
の
工
事
で
あ
っ
て
、
当
該
取
替
え
の
工
事

 

（
火
薬
庫
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に
係
る
軽
微
な
変

更
の
工
事
等
） 

第
十
四
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
の
工
事
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

火
薬
庫
内
の
設
備
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
の
取
替
え
の
工
事
で
あ
っ
て
、
当
該
取

替
え
の
工
事
の
際
火
薬
類
が
爆
発
し
、
又
は
発
火
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の 
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の
際
火
薬
類
が
爆
発
し
、
又
は
発
火
す
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

イ 

窓
又
は
出
口
を
構
成
す
る
扉
、
錠
そ
の
他
の
設

備 

ロ 

暖
房
設
備 

ハ 

照
明
設
備 

二 

火
薬
庫
の
内
面
の
建
築
材
料
の
取
替
え
（
第
十
三

条
第
一
項
の
火
薬
庫
設
置
等
許
可
申
請
書
に
添
付
さ

  

イ 

暖
房
設
備 

ロ 

照
明
設
備 

 

ハ 

内
面
の
建
築
材
料 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 
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れ
た
火
薬
庫
工
事
設
計
明
細
書
の
記
載
事
項
の
変
更

を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
工
事
で
あ
っ
て
、
当

該
取
替
え
の
工
事
の
際
火
薬
類
が
爆
発
し
、
又
は
発

火
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
も

の 

三 

火
薬
庫
内
の
照
明
設
備
を
エ
ル
・
イ
ー
・
デ
ィ

ー
・
ラ
ン
プ
又
は
エ
ル
・
イ
ー
・
デ
ィ
ー
・
電
灯
器

具
に
変
更
す
る
工
事
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更
の
工
事

の
際
火
薬
類
が
爆
発
し
、
又
は
発
火
す
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の 

 

（
削
る
） 

     

一
の
二 

火
薬
庫
内
の
設
備
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
の
変
更
の
工
事
で
あ
っ
て
、
当
該

変
更
の
工
事
の
際
火
薬
類
が
爆
発
し
、
又
は
発
火
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の 

 

イ 

照
明
設
備 
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（
削
る
） 

四 
火
薬
庫
内
の
設
備
の
う
ち
、
警
鳴
装
置
（
感
知
部

に
限
る
。
）
の
変
更
の
工
事
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更

の
工
事
の
際
火
薬
類
が
爆
発
し
、
又
は
発
火
す
る
こ

と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の 

五 

火
薬
庫
の
通
気
孔
若
し
く
は
換
気
孔
又
は
地
下
に

設
置
す
る
一
級
火
薬
庫
の
放
爆
用
ト
ン
ネ
ル
の
地
上

の
開
口
部
上
面
の
金
網
、
火
薬
庫
の
通
気
孔
若
し
く

は
換
気
孔
の
鉄
棒
又
は
屋
根
の
外
面
（
金
網
、
鉄
棒

又
は
屋
根
の
外
面
が
第
十
三
条
第
一
項
の
火
薬
庫
設

置
等
許
可
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
火
薬
庫
工
事
設
計

ロ 

警
鳴
装
置 

（
新
設
） 

 

  

二 

火
薬
庫
の
屋
根
の
外
面
、
通
気
孔
若
し
く
は
換
気

孔
の
金
網
及
び
鉄
棒
、
土
堤
の
堤
面
又
は
簡
易
土
堤

の
頂
部
の
取
替
え
の
工
事 
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明
細
書
の
記
載
事
項
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
取
替
え
の
工
事 

六 

火
薬
庫
外
の
設
備
の
う
ち
、
照
明
設
備
、
警
戒
設

備
又
は
警
鳴
装
置
の
変
更
の
工
事 

七 

地
上
に
設
置
す
る
覆
土
式
一
級
火
薬
庫
の
覆
土
の

表
面
、
土
堤
の
堤
面
又
は
簡
易
土
堤
の
頂
部
の
変
更

の
工
事 

２ 

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
火
薬
庫
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
様
式
第
五

の
火
薬
庫
軽
微
変
更
届
に
当
該
変
更
の
概
要
を
記
載
し

た
書
面
を
添
え
て
、
火
薬
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都

  

三 

火
薬
庫
外
の
設
備
の
う
ち
、
警
戒
設
備
、
照
明
設

備
又
は
警
鳴
装
置
の
変
更
の
工
事 

（
新
設
） 

  

２ 

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
火
薬
庫
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
様
式
第
五

の
火
薬
庫
軽
微
変
更
届
に
当
該
変
更
の
概
要
を
記
載
し

た
書
面
を
添
え
て
、
火
薬
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
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道
府
県
知
事
（
当
該
火
薬
庫
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
火
薬
庫
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
次
条
、
第
四
十
一
条
第
一

項
、
第
四
十
二
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四

条
の
二
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
四
十
四
条

の
三
第
二
項
、
第
四
十
四
条
の
四
、
第
四
十
四
条
の
十

四
並
び
に
第
八
十
一
条
の
十
四
の
表
第
七
号
か
ら
第
九

号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

（
簡
易
土
堤
） 

道
府
県
知
事
（
当
該
火
薬
庫
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
火
薬
庫
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
次
条
、
第
四
十
一
条
第
一

項
、
第
四
十
二
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四

条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
四
条
の
三
第
二

項
、
第
四
十
四
条
の
四
、
第
四
十
四
条
の
十
四
並
び
に

第
八
十
一
条
の
十
四
の
表
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
簡
易
土
堤
） 
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第
三
十
一
条
の
二 

簡
易
土
堤
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
七
号
の
規

定
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

簡
易
土
堤
の
頂
部
は
、
火
薬
類
の
爆
発
の
際
軽
量

の
飛
散
物
と
な
る
も
の
で
覆
い
、
で
き
る
だ
け
雨
水

の
浸
入
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

（
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
完
成
検
査
の
申
請
等
） 

第
四
十
二
条 

（
略
） 

第
三
十
一
条
の
二 

簡
易
土
堤
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
七
号
の
規

定
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

簡
易
土
堤
の
頂
部
は
、
木
板
等
で
覆
い
、
で
き
る

だ
け
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。 

 

（
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
完
成
検
査
の
申
請
等
） 

第
四
十
二
条 

（
略
） 
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２ 

法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
、
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
完
成
検

査
を
受
け
た
旨
を
産
業
保
安
監
督
部
長
又
は
都
道
府
県

知
事
（
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市

の
長
。
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
八
項
、
第
四

十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
六
十
七
条
の
七
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
、
第
八
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
九
十
条

の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
よ
う
と
す
る
製
造

業
者
又
は
火
薬
庫
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
は
、
様

式
第
十
六
の
指
定
完
成
検
査
機
関
完
成
検
査
受
検
届

を
、
完
成
検
査
を
受
け
た
製
造
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

２ 

法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
、
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行
う
完
成
検

査
を
受
け
た
旨
を
産
業
保
安
監
督
部
長
又
は
都
道
府
県

知
事
（
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
つ
て
は
、
指
定
都
市

の
長
。
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
六
項
、
第
四

十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
六
十
七
条
の
七
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
、
第
八
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
九
十
条

の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
よ
う
と
す
る
製
造

業
者
又
は
火
薬
庫
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
は
、
様

式
第
十
六
の
指
定
完
成
検
査
機
関
完
成
検
査
受
検
届

を
、
完
成
検
査
を
受
け
た
製
造
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
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る
産
業
保
安
監
督
部
長
又
は
火
薬
庫
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
特
定
施
設
の
範
囲
等
） 

第
四
十
四
条
の
二 

（
略
） 

 

２ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
経
済
産
業
大
臣
若
し

く
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
保
安
検
査
又
は
同
項
第
二

号
の
認
定
保
安
検
査
実
施
者
が
自
ら
行
う
保
安
検
査

は
、
一
年
（
土
堤
、
簡
易
土
堤
及
び
防
爆
壁
に
あ
っ
て

は
、
三
年
）
に
一
回
受
け
、
又
は
自
ら
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
を
休
止
し
た
特
定
施
設
又

る
産
業
保
安
監
督
部
長
又
は
火
薬
庫
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
特
定
施
設
の
範
囲
等
） 

第
四
十
四
条
の
二 

（
略
） 

２ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
経
済

産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
保
安
検
査
は
、

一
年
（
土
堤
、
簡
易
土
堤
及
び
防
爆
壁
に
あ
つ
て
は
、

三
年
）
に
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
使
用
を

休
止
し
た
特
定
施
設
又
は
火
薬
庫
で
あ
つ
て
、
当
該
製

造
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
又
は
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は
火
薬
庫
で
あ
っ
て
、
製
造
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

産
業
保
安
監
督
部
長
又
は
火
薬
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
た
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
前
回
の
保
安
検
査
（
保
安
検
査
を
受
け
、

又
は
自
ら
行
っ
た
こ
と
の
な
い
特
定
施
設
又
は
火
薬
庫

に
あ
っ
て
は
、
完
成
検
査
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
か
ら

当
該
特
定
施
設
又
は
当
該
火
薬
庫
を
再
び
使
用
し
よ
う

と
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
上
（
土
堤
、
簡
易
土

堤
及
び
防
爆
壁
に
あ
っ
て
は
、
三
年
以
上
）
で
あ
る
も

の
（
以
下
「
休
止
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て

は
、
こ
の
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
休
止

当
該
火
薬
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に

そ
の
旨
を
届
け
出
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
前
回
の
保

安
検
査
（
保
安
検
査
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
特
定
施
設

又
は
火
薬
庫
に
あ
つ
て
は
、
完
成
検
査
）
を
受
け
又
は

自
ら
保
安
検
査
若
し
く
は
完
成
検
査
を
行
つ
た
日
か
ら

当
該
特
定
施
設
又
は
当
該
火
薬
庫
を
再
び
使
用
し
よ
う

と
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
上
（
土
堤
、
簡
易
土

堤
及
び
防
爆
壁
に
あ
つ
て
は
、
三
年
以
上
）
で
あ
る
も

の
（
以
下
「
休
止
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て

は
、
当
該
休
止
施
設
等
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
と

き
ま
で
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。 
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施
設
等
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
に
、
保
安

検
査
を
受
け
、
又
は
自
ら
行
え
ば
足
り
る
も
の
と
す

る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
由
に
よ
り
同
項
の
回
数
で
同
項
の
保
安
検
査

を
受
け
、
又
は
自
ら
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き

は
、
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る

期
間
に
一
回
当
該
保
安
検
査
を
受
け
、
又
は
自
ら
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
回
の
保
安
検
査
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日

（
土
堤
、
簡
易
土
堤
及
び
防
爆
壁
に
あ
っ
て
は
、
三
年

 
 

 

  

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
由
に
よ
り
前
項
の
回
数
で
同
項
の
保
安
検
査

を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
経
済
産
業
大
臣

が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間
に
一
回
当
該
保

安
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
新
設
） 
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を
経
過
し
た
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」

と
い
う
。
）
の
前
後
一
月
以
内
（
認
定
完
成
検
査
実
施

者
又
は
認
定
保
安
検
査
実
施
者
に
あ
っ
て
は
、
基
準
日

の
前
後
三
月
以
内
）
に
第
二
項
の
保
安
検
査
を
受
け
、

又
は
自
ら
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
準
日
に
お
い

て
当
該
保
安
検
査
を
受
け
、
又
は
自
ら
行
っ
た
も
の
と

み
な
す
。 

５ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
第
二

項
の
保
安
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
業
者
又
は
火

薬
庫
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
（
認
定
完
成
検
査
実

施
者
又
は
認
定
保
安
検
査
実
施
者
を
除
く
。
）
は
、
前

       

４ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
第
二

項
の
保
安
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
業
者
又
は
火

薬
庫
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
は
、
第
四
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
完
成
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
日
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回
の
保
安
検
査
の
日
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
項
の

保
安
検
査
を
受
け
、
又
は
自
ら
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
日
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
一
年
を
超
え
な

い
日
（
土
堤
、
簡
易
土
堤
及
び
防
爆
壁
（
休
止
施
設
等

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
三
年
を
超
え
な
い
日
、
休

止
施
設
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
休
止
施
設
等
を
再
び
使

用
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
十
日
前
）
ま
で
に
、
様
式
第

十
八
の
保
安
検
査
申
請
書
を
、
製
造
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
又
は
火
薬
庫
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

又
は
前
回
の
保
安
検
査
に
つ
い
て
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
保
安
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
十
一
月
を
超

え
な
い
日
（
土
堤
、
簡
易
土
堤
及
び
防
爆
壁
（
休
止
施

設
等
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
二
年
十
一
月
を
超
え

な
い
日
、
休
止
施
設
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
休
止
施
設

等
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
十
日
前
）
ま
で

に
、
様
式
第
十
八
の
保
安
検
査
申
請
書
を
、
当
該
製
造

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
又
は
当

該
火
薬
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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６ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
第
二

項
の
保
安
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
完
成
検
査
実

施
者
又
は
認
定
保
安
検
査
実
施
者
は
、
前
回
の
保
安
検

査
の
日
か
ら
一
年
二
月
を
超
え
な
い
日
（
土
堤
、
簡
易

土
堤
及
び
防
爆
壁
（
休
止
施
設
等
を
除
く
。
）
に
あ
っ

て
は
、
三
年
二
月
を
超
え
な
い
日
、
休
止
施
設
等
に

あ
っ
て
は
、
当
該
休
止
施
設
等
を
再
び
使
用
し
よ
う
と

す
る
日
の
三
十
日
前
）
ま
で
に
、
様
式
第
十
八
の
保
安

検
査
申
請
書
を
、
製
造
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業

保
安
監
督
部
長
又
は
火
薬
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 
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７ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
由
に
よ
り
同
項
の
期
限
ま
で
に
同
項
の
保

安
検
査
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き

は
、
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る

期
限
ま
で
に
当
該
保
安
検
査
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

８
・
９ 

（
略
） 

 

（
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行
う
保
安
検
査
の
申
請
等
） 

第
四
十
四
条
の
三 

前
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規

定
は
、
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行
う
保
安
検
査
に
準
用

５ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
由
に
よ
り
前
項
の
期
限
ま
で
に
同
項
の
保
安

検
査
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

は
、
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る

期
限
ま
で
に
当
該
保
安
検
査
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

６
・
７ 

（
略
） 

 

（
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行
う
保
安
検
査
の
申
請
等
） 

第
四
十
四
条
の
三 

前
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

定
は
、
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行
う
保
安
検
査
に
準
用
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す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
、
第
五

項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
の
規
定
中
「
法
第
三
十
五
条

第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項

第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
経
済
産
業
大
臣
若
し

く
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保

安
検
査
機
関
が
行
う
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項

中
「
製
造
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部

長
又
は
火
薬
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知

事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
、
同
条

第
八
項
中
「
産
業
保
安
監
督
部
長
又
は
都
道
府
県
知

事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
読
み
替

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六

項
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同

条
第
二
項
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が

行
う
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行
う
」

と
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
製
造
所
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
又
は
当
該
火
薬
庫
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保

安
検
査
機
関
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
経
済
産
業
大
臣

又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査

機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
電
気
発
破
） 

第
五
十
四
条 

電
気
発
破
を
行
う
場
合
に
は
、
第
五
十
三

条
の
規
定
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
規
定
を
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
八 

（
略
） 

 

九 

点
火
回
路
は
、
点
火
す
る
前
に
導
通
又
は
抵
抗
を

試
験
し
、
か
つ
、
試
験
は
、
作
業
者
が
安
全
な
場
所

に
退
避
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
火
薬
類
の
装
填

箇
所
か
ら
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
安
全
な
場
所

  

（
電
気
発
破
） 

第
五
十
四
条 

電
気
発
破
を
行
う
場
合
に
は
、
第
五
十
三

条
の
規
定
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
規
定
を
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
八 

（
略
） 

 

九 

点
火
回
路
は
、
点
火
す
る
前
に
導
通
又
は
抵
抗
を

試
験
し
、
か
つ
、
試
験
は
、
作
業
者
が
安
全
な
場
所

に
退
避
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
火
薬
類
の
装
填

箇
所
か
ら
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
安
全
な
場
所
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で
実
施
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
以

下
の
電
流
に
よ
り
試
験
す
る
場
合
又
は
電
子
雷
管
の

み
を
使
用
し
た
点
火
回
路
を
点
火
機
能
の
な
い
導
通

試
験
器
を
用
い
て
試
験
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

 

十 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
四
十
四
条
第
一
項
関
係
） 

検 

査 

項 

目 

完
成
検
査
の
方
法 

１ 

製
造
設
備
が
定
置

式
製
造
設
備
で
あ
っ

  
で
実
施
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
雷
管
が
爆
発
す

る
お
そ
れ
が
な
い
電
流
に
よ
り
試
験
す
る
場
合
又
は

電
子
雷
管
の
み
を
使
用
し
た
点
火
回
路
を
点
火
機
能

の
な
い
導
通
試
験
器
を
用
い
て
試
験
す
る
場
合
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

十 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
四
十
四
条
第
一
項
関
係
） 

検 

査 

項 

目 

完
成
検
査
の
方
法 

１ 

製
造
設
備
が
定
置

式
製
造
設
備
で
あ
っ

  



 

26 

て
、
火
薬
類
の
製
造

作
業
を
行
う
製
造
施

設
の
場
合 

一
～
十
九
の
四 

（
略
） 

二
十 

第
四
条
第
一

項
第
十
六
号
の
危

険
工
室
内
の
暖
房

設
備 

  

  

 

一
～
十
九
の
四 

（
略
） 

 

二
十 

危
険
工
室
内
の
暖

房
設
備
に
つ
い
て
、
火

薬
類
の
爆
発
又
は
発
火

を
防
止
す
る
た
め
の
措

置
の
状
況
を
、
目
視
等

又
は
図
面
に
よ
り
検
査

て
、
火
薬
類
の
製
造

作
業
を
行
う
製
造
施

設
の
場
合 

一
～
十
九
の
四 

（
略
） 

二
十 

第
四
条
第
一

項
第
十
六
号
の
危

険
工
室
内
の
暖
房

装
置 

  

  

 

一
～
十
九
の
四 

（
略
） 

 

二
十 

危
険
工
室
内
の
暖

房
装
置
に
つ
い
て
、
火

薬
類
の
爆
発
又
は
発
火

を
防
止
す
る
た
め
の
措

置
の
状
況
を
、
目
視
等

又
は
図
面
に
よ
り
検
査
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二
十
一
～
四
十
一 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

す
る
と
と
も
に
、
燃
焼

し
や
す
い
物
と
の
隔
離

の
状
況
を
、
目
視
等
に

よ
り
検
査
す
る
。 

二
十
一
～
四
十
一 

（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

 

別
表
第
三
（
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
関
係
） 

検 

査 

項 

目 

保
安
検
査
の
方
法 

１ 

製
造
設
備
が
定
置

 

    

二
十
一
～
四
十
一 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

す
る
と
と
も
に
、
燃
焼

し
や
す
い
物
と
の
隔
離

の
状
況
を
、
目
視
等
に

よ
り
検
査
す
る
。 

二
十
一
～
四
十
一 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

別
表
第
四
（
第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
関
係
） 

検 

査 

項 

目 

保
安
検
査
の
方
法 

１ 
製
造
設
備
が
定
置
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式
製
造
設
備
で
あ
っ

て
、
火
薬
類
の
製
造

作
業
を
行
う
製
造
施

設
の
場
合 

一
～
十
九
の
四 

（
略
） 

二
十 

第
四
条
第
一

項
第
十
六
号
の
危

険
工
室
内
の
暖
房

設
備 

 

   

 

一
～
十
九
の
四 

（
略
） 

 
二
十 
危
険
工
室
内
の
暖

房
設
備
に
つ
い
て
、
火

薬
類
の
爆
発
又
は
発
火

を
防
止
す
る
た
め
の
措

置
の
維
持
管
理
状
況

式
製
造
設
備
で
あ
っ

て
、
火
薬
類
の
製
造

作
業
を
行
う
製
造
施

設
の
場
合 

一
～
十
九
の
四 

（
略
） 

二
十 

第
四
条
第
一

項
第
十
六
号
の
危

険
工
室
内
の
暖
房

装
置 

 

   

 

一
～
十
九
の
四 

（
略
） 

 

二
十 

危
険
工
室
内
の
暖

房
装
置
に
つ
い
て
、
火

薬
類
の
爆
発
又
は
発
火

を
防
止
す
る
た
め
の
措

置
の
維
持
管
理
状
況
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二
十
一
～
四
十
一

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

を
、
目
視
等
又
は
図
面

に
よ
り
検
査
す
る
と
と

も
に
、
燃
焼
し
や
す
い

物
と
の
隔
離
の
維
持
管

理
状
況
を
、
目
視
等
に

よ
り
検
査
す
る
。 

二
十
一
～
四
十
一 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

 

     

 

二
十
一
～
四
十
一

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

を
、
目
視
等
又
は
図
面

に
よ
り
検
査
す
る
と
と

も
に
、
燃
焼
し
や
す
い

物
と
の
隔
離
の
維
持
管

理
状
況
を
、
目
視
等
に

よ
り
検
査
す
る
。 

二
十
一
～
四
十
一 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 
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附 

則 
こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年 

月 

日
か
ら
施
行
す
る
。 


